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関係法令等 

・日本国憲法 

・教育基本法 

・世界人権宣言 

・児童の権利に関

する条約 

・人権教育及び人

権啓発に関する

法律 

・ふじのくに人権

文化推進プラン 

・静岡県教育振興

基本計画 

学校教育目標 

共に輝き 未来に向かって 心豊かに成長する 
 

＜目標に込められたねがい＞ 

幼児児童生徒一人ひとりに輝く力がある。自他を認

め、尊重し合うことで、この輝きは一層増す。幼児児

童生徒の今の輝きを大切にしながら、思いやる心、挑

戦する心、感動する心を持ち続け、未来に向かって成

長する姿を目指す。 

＜目標具現化の柱【安全・安心】＞ 

輝く笑顔と健康を守り、人権を尊重する学校 

幼児児童生徒の実態  

（視）仲間思いではある
が、幼児児童生徒数が減
少傾向にあり、社会性が
育ちにくい 
（知）対人的相互交渉に
難しさがあり、他者の感
情に共感して反応する
ことに不器用さがみら
れる 

自校の人権課題 

幼児児童生徒・教職員の
人権意識の向上 

保護者の願い 

・友だちと仲良く過ごし
てほしい 
・社会参加と自立に向け
た心身の成長 

人権教育の目標や指導の重点 

・安全安心で生き生きと生活できる豊かな学習環境

を整える。【守る】 

学部目標 具現化の柱【安全・安心】 

［幼稚部］安心して人やものに関わることができる環境づくりをする。 
［小学部］互いの良さを大切にし、明るく元気な児童を育てる。 
［中学部］自己肯定感をもち、自他を認め合いながら、安心して学習できる環境をつくる。 
［高等部］視覚：生徒一人一人が安心・安全に生活および学習するための健康管理に関する指導と、学習環境の整備の推進を図る。 
     知的：自己理解を深めるとともに、周りの人の良いところを認め、安心して生活できる環境を作り合う態度を育成する。 
［寄宿舎］互いの権利を尊重し、心身の健康と笑顔があふれ安心して生活できる環境をつくる。 

教職員の人権感覚の向上 

 

 

〇人権学習会やグループワークを実施。（年２回） 
〇人権感覚チェックシートを実施。（年２回） 
〇人権に関する課題について掲示板を通して共有。 
○人権の手引きの活用。     
○人権委員会において人権教育全体計画の検討。 

〇幼児児童生徒への学校生活アンケートの
実施。（年２回） 

〇個別面談の実施。 
〇スクールカウンセラーの活用。 
〇キャリア教育の充実。 

〇PTAの活動や学校運営協議会との連携。 
〇家庭・地域への人権教育の理解と啓発。 
〇交流学習の充実。 

地
域
、
家
庭
、
関
係
機
関
等
と
の
連
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生
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教
育
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談
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保育（幼稚部） 
〇他の人々と親しみ、支え合って生活するため
に、自立心を育て、人と関わる力を養う。 

生活（寄宿舎） 
〇集団生活や余暇活動を通して人との関わりを
広げ、自分と相手を大切にする態度を養う。 

各教科 
○子ども一人一人の
学ぶ力の育成と分
かる授業の推進。 

○人権教育の視点を
取り入れた教材の
工夫・授業の充実。 

道徳 
〇差別や偏見に気付
かせ、人間尊重の精
神を育てる。 

〇主体的に社会の形
成に参画する意欲
と態度を育てる。 

特別活動 
〇互いのよさや可能性
を発揮しながら集団
や自己の生活上の課
題を解決することを
通して、資質・能力
を育成する。 

総合的な学習の時間 
総合的な探究の時間 
〇教科横断的な内容
の学習や体験的活
動を通して、課題を
解決するための実
践的行動力や豊か
な人間性を養う。 

【全ての教育活動で人権教育を推進する】 

各教科等における指導の重点 


